
別紙第7号書式（昭34蔵令70・昭45蔵令62・令2財令73・一部改正） 履行延期承認通知書 年月日 （債務者の氏名又は名称）殿 （歳入徴収官等） （官職氏名） 年月日付履行延期申請書によつて申請のあつた下記の債権に関する履行期限の延長については、同申請書の内容に下記の条件を附して承認します。 記 1．債権の要 債務者の住所及び氏名又は名称 債権金額 債権の発生原因 2．承認の条件 担保物件のうちについては、供託の手続をした上、年月日までに供託書正本を提出して下さい。 担保物件のうちについては、抵当権の設定の登記又は登録をする必要がありますから抵当権の登記原因又は登録原因を証明する書面及び登記又は登録についての承諾書を年月日までに提出して下さい。 保証人の債務保証書を年月日までに提出して下さい。なお、保証契約を締結する必要がありますので、保証人が年月日までに（又は年月日において）官公署の作成した印鑑証明書その他本人であることを証明するに足りる確実な証明書及び印鑑を持参の上当庁又はに出頭するよう取り計らつて下さい。 この債権について公正証書を作成する必要がありますので、年月日までに（又は年月日において）官公署の作成した印鑑証明書その他本人であることを証明するに足るこれに準ずべき確実な証明書及び印鑑を持参の上、当庁又はに出頭して下さい。 年月日までに債務証書を提出して下さい。 債務者が上記の期日又は期限までに上記の措置をとらなかつたときは、国はこの承認を取り消すことがあります。 （その他各省各庁の長が定める事項） 備考第6号書式備考は、本書式に準用する。  


